
平成 29 年 10 月 12 日 

 

お客さま各位 

 

株式会社 栃木銀行 

 

『（収益分配金）ご案内書』および『（収益分配金）再投資報告書』の郵送廃止のお知らせ 

 

 いつも栃木銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

 さて、当行ではお客さまからお預かりしております投資信託につきまして、各銘柄の決算ごと

に「（収益分配金）ご案内書」および「（収益分配金）再投資報告書」を郵送してまいりましたが、

平成 29 年 11 月 1 日より廃止させていただきますので、下記のとおりお知らせいたします。 

今回のお取扱変更につきまして、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．廃止するご案内書について 

（１）「（収益分配金）ご案内書」 

（２）「（収益分配金）再投資報告書」 
 ＊いずれも「はがき（見開き）形式でご郵送していたものです。 

 

２．廃止する理由について 

  収益分配金についてのご案内書は、税法上の「支払通知書」としてお客さまにお届けしてお

りましたが、毎年１月にお届けしている「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等の支

払通知書」にも「支払通知書」の内容を記載しているため、廃止させていただくことといたし

ました。 

 

３．収益分配金の確認方法について 

  今後、収益分配金の明細につきましては、３ヶ月ごとに封書にてお届けしております、「取引

残高報告書」*にてご確認いただきますようお願いいたします。 

*「取引残高報告書」につきましては、従来どおり３ヶ月度ごと（１月、４月、７月、１０月）

にお届けいたします。 

 

４．とちぎん投信ダイレクト（インターネット投信信託）について 

個人のお客さま*につきましては、とちぎん投信ダイレクトをご契約いただきますと、電子交

付サービスや取引状況照会機能をご利用いただき、収益分配金の明細をパソコンやスマートフ

ォンからご確認いただけます。 

*20 歳以上 80 歳未満のお客さまが対象となります。なお、80 歳以上のお客さまで電子交付サ

ービスの利用をご希望される場合は、お取引店にご相談ください。 
 

以 上 
 

詳しくは、お取引店またはフリーダイヤルまでお問い合わせください。 

    お問い合わせ先 
株式会社 栃木銀行 金融サービス部   
電話番号 0120-630-521 （受付時間：9：00～17：00（銀行休業日を除く） ） 


